
はしがき 本稿は，平成16年10月22日開

催の海外税制懇談会における，東京大学法学部

教授増井良啓氏の『第58回IFA大会の報告～会

社グループ課税を中心として～』と題する講演

内容をとりまとめたものである。

Ⅰ．ウィーン大会の概要

今年のIFAの年次大会は，2004年９月５日か

ら10日にかけて，ウィーンで開かれた。大変な

盛況で，2000人近い参加者があったと伝えられ

ている。日本からも多くの先生方が出席された。

そのため，大会の内容について報告するには，

私よりも適任の方が大勢いらっしゃる。しかし

本日は機会を与えられたので，一参加者として

若干の感想を述べることにしたい。公式の記録

はウェブサイトに掲載されており（http：//

www.ifa-vienna.at），IFAの年報として公刊

される予定である（IFA Yearbook 2004）。

今回の学術プログラムは，次のようなもので

あった。

午 前 午 後

第１論題・二重非課

税
月曜

第１論題・

二重非課税 セミナー・租税罰則

法

第２論題セミナー・

プランニング
火曜

第２論題・

グループ課税 第２論題セミナー・

EU法の側面

セミナー・遺産プラ

ンニング水曜
セミナー・

IFA／OECD
セミナー・欧州会社

セミナー・EU新加

盟国とオーストリア
木曜

セミナー・

国際課税最近の動向 セミナー・裁判官と

国際租税事件

これは，骨子である。すでに大会の前の週か

ら，米仏の支部が共同研究会を開いていた。大

会直前の週末には，関係者の準備会合がいくつ

も開かれた。月曜から木曜までの正式プログラ

ムが終了したのち，さらに金曜には，オースト

リア支部の主催で東欧諸国の税制について研究

会が開かれた。これはやや異例のことであり，

オーストリア支部の強い意向が働いていた。す

なわち，IFAの年次大会の機会を利用して，

EUに新しく加盟した東欧諸国の租税専門家を

招き，相互交流を深める。同時に，多国籍企業

がそれらの国々に投資を行う場合を念頭に置き，

オーストリアの立地条件をアピールする。こう

いう狙いがあった。そのため，オーストリアと

隣接諸国の参加希望者は，木曜の研究会のみに

参加できる「１日チケット」を買うことができ
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るように手配されていた。東欧諸国から木曜に

やってくる参加者は，一泊して金曜の研究会に

も出るというかっこうになる。

会場は，市内中心部の新王宮を借り切った大

きなものであった。廊下には，ドイツ語圏の出

版社や法律事務所，会計事務所を中心に，多く

のブースが並んだ。これだけ盛りだくさんなプ

ログラムとなったのは，ウィーン経済大学のス

タッフを中心にして，IFAの支部活動が日頃か

らきわめて活発であるからこそであろう。

表をみて分かるように，大きな論題は２つで

ある。第１が租税条約上の二重非課税，第２が

会社グループ税制である。月曜と火曜の午前に，

それぞれの論題につき全体会議を行ない，午後

は二手に分かれてセミナーを開いた。その他，

いくつかのセミナーが用意された。

月曜から木曜までずっと，午後の部では，同

じ時間帯に２つのセミナーが開かれる。そこで

２つのうちどちらに出るかを選ばなければなら

ない。苦労して勤務先に出張を認めてもらい，

時間とコストをかけて出席するのであるから，

せっかくならば得られるところの大きいセミナ

ーに出たい。これが人情である。しかし，どの

セミナーが面白くなるかは，おおまかな予想は

つくものの，出てみないと分からない。そこで

結局は，自分の勘に頼って選ばざるを得ない。

私が出席したのは，午後の欄の上から順に，

租税罰則法，第２論題プランニング，欧州会社，

裁判官である。以下では，第２論題の会社グル

ープの課税について報告する。そののち，出席

した他のセミナーに簡単に触れる。

Ⅱ．会社グループの課税

１ 報告書の概要

⑴ 本日の報告の力点

毎年，IFAの大きな論題については，各国支

部の報告者が国別報告書(branch report)を書

く。それを踏まえて総括報告書（general
 

report）が提出される。これらの報告書はあわ

せて公刊される。今年ですでに89巻を数えてい

る。これまでは，何巻であるかをローマ数字で

表記していたので，ちょっと数えにくかった。

ある席でカナダのブライアン・アーノルド教授

が冗談まじりでこれに不満を述べたところ，今

年からアラビア数字で表記することになった。

これら30か国の国別報告書や，EU報告書，

総括報告書は，すべて公刊されている（IFA,

Group taxation,Cahier de droit fiscal inter-

national Vol.89b 2004>）。また，その内容を

紹介し日本法と比較する日本語の論文が，近く

公刊される（増井良啓「比較法からみた会社グ

ループ税制――ある国際共同研究の報告――」

ジュリスト1280号126頁 2004>）。そこで本日

は，報告書に書いてあることについてはできる

だけ簡潔に要約し，大会当日に議論した点に力

点をおくことにする。

⑵ 国別報告書

国別報告書の検討項目については，事前に，

統一的な指針を用意する。会社グループの課税

に関する今回の検討項目は，次のようなもので

あった。

a 会社グループが対象国の経済において占め

る地位

b 法人所得税の基本的しくみ

c グループ課税制度（group taxation
 

regime）

ⅰ 概要：沿革，重要性，会社法との関係，

他の租税との関係

ⅱ 適用範囲：適格団体，株式保有要件，選

択制

ⅲ しくみ：納税義務者，所得の算定，税率，

子会社株式の取得価額調整，租税債務のメ

ンバーへの配賦，租税回避否認規定

ⅳ 事業損失の扱い：グループのメンバー間

の損益通算，グループへの加入と離脱，ビ

ルトイン・ゲイン（ロス）

ⅴ グループ内資産移転の扱い：課税繰延べ

の有無・要件・方式

ⅵ その他の関係規定
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d プランニングの手法

e 国際的側面

ⅰ グループ課税制度の適用範囲：外国法人，

外国法人の国内所在恒久的施設（perma-

nent establishments, PE），内国法人の国

外所在PE

ⅱ 租税条約の適用関係：無差別原則規定と

の関係，EC法との関係

ⅲ プランニングの手法

f 租税政策上の議論

ここに「会社グループ」とは，株式保有その

他のやり方で共通の支配に服する事業組織のグ

ループを意味する。「グループ課税制度」とは，

法人納税義務者に対し，関連法人の租税債務を

連結または合算して算定することを認める課税

ルールを広く指す。このように広く定義してあ

るため，多くの国の多様な制度が検討対象にな

っている。

この指針に従って国別報告書が執筆され，

2003年10月に計30の報告書が提出された。

⑶ EU報告書

これとは別に，欧州委員会からも報告書が出

された。欧州委員会は，法人税制の調和にむけ

た取り組みの中で，会社グループ税制について

いくつかの青写真を描いている。

そこで，その長期戦略を記す報告書が提出さ

れたわけである。

EU報告書の構成は，次の通りである。

１ 序

２ EUが共通連結課税ベースを必要とする理

由

２．１ 委員会の歩みの政治的制度的背景

２．２ 経済的根拠

２．３ EU域内市場における課税上の障害

２．４ 委員会の二段階戦略と共通連結EU課

税ベースの基本的考え

３ 共通EU課税ベースを達成するための選択

肢

３．１ 概観

３．２ 本国課税（Home State Taxation,

HST）の是非

３．３ 共通（連結）法人課税ベースの是非

３．４ 欧州法人所得税の是非

３．５ 強制的調和ベースの是非

３．６ ４つのモデルの技術的比較

４ 最近の議論と展開

４．１ 2001年に委員会の長期目標を発表して

から後の展開

４．２ 中小企業のためのHSTパイロット事

業

４．３ 国際会計基準はEU規模の会社活動の

ため連結課税ベースを発展させるための

適切な出発点たりうるか

４．４ EU課税ベースを関係加盟国間で共有

する

４．５ 欧州会社（societas europaea）のた

めのパイロット事業

４．６ 国境を越える損失補償――EUグルー

プ課税にむけての最初の一歩

５ 結論

この報告書は，法人税制の調和に向けたEU

委員会のここ数年の取り組みを要領よく概観す

るものである。EU委員会は２段階の戦略を採

用している。ひとつは，域内統合に対する税制

の障害を個別的に除去する戦略である。もうひ

とつは，長期的な戦略であって，域内で活動す

る企業グループが，単一の課税ルールによりグ

ループ企業の所得を計算できるようにするため

の働きかけである。なぜ会社グループの課税が

問題になるかといえば，いうまでもなく，法人

税の対象となる会社が，EU域内に網の目のよ

うに関係会社や支店などを置いているためであ

る。このような会社グループに対して単一の課

税ルールを用意することができれば，加盟国の

数だけ異なる課税ルールを適用する手間が省け
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るし，EU域内で損益通算が可能になり，域内

の国際的な事業再編も容易になる。そこで，そ

のための長期的な方策が検討されているわけで

ある。

こういったEU法人税制の改革論については，

日本でも紹介されている（池田良一「EUにお

ける『域内税制調和』の過去数年の進捗と今後

の展望――企業課税分野に関する2003年の成果

と2004年以降導入される施策の解説を中心に」

国際税務24巻４号45頁 2004>）。たとえば，

HST（Home State Taxation）は，会社グル

ープの親会社の本国法を基礎にしてグループの

課税所得を計算する方法である（増井良啓「学

会展望・租税法」国家学会雑誌115巻３＝４号

433頁 2002>）。報告書では，このHSTが４つ

のモデルのひとつとして位置づけられており，

中小企業向けのパイロット事業として提案され

ている。

また，SE（societas europaea欧州会社）は，

いわば欧州共通の会社法にのっとって設立され

る会社である（池田良一・天野史子「ヨーロッ

パ株式会社（SE）とEUの経済的統合の深化」

国際税務21巻９号20頁 2001>）。報告書には，

これに関する議論の現状も記されている。この

ように，最近の取り組みを総合的な形で概観し

ている点に，日本の読者にとっての意義がある

だろう。

この報告書は，域内統合を目指す立場から書

かれた青写真である。現実には，法人税制の分

野での調和化は，なかなか進まない。制度作り

が停滞する中で，欧州裁判所は，統合の障害と

なる各国の税制上の措置がローマ条約に反する

という判断を次々に下している。この状況につ

いてはすでに文献があるし（藤城眞「欧州にお

ける法人税制調和・協調の現状と今後の展望」

国際税制研究６号33頁 2001>），昨年この場で

も若干の点をご報告したところである（増井良

啓「第57回IFA大会の報告」租税研究649号116

頁 2003>）。

⑷ 総括報告書

総括報告書は，30の国別報告書によって得ら

れたデータを踏まえ，比較法の観点から執筆さ

れている。

総括報告書の構成は，次の通りである。

１ 序

２ グループ課税制度

２．１ 歴史と立法パターン

２．１．１ 歴史の３段階

２．１．２ 法の移植（legal transplants）

２．１．３ 機能的比較

２．２ 政策上の根拠

２．２．１ 中立性の議論

２．２．２ 分析

２．２．３ より個別的な議論

２．３ 基本的なしくみ

２．３．１ 範囲と利用可能性

２．３．２ 子会社株式

２．３．３ 所得の算定

２．３．４ その他の制度設計上の論点

２．４ 事業損失

２．４．１ ルール

２．４．２ プランニング

２．５ グループ内移転

２．５．１ ルール

２．５．２ プランニング

３ 国際的側面

３．１ 制度の範囲

３．２ 外国子会社

３．２．１ デンマークの合算課税

３．２．２ フランスの連結納税制度

３．２．３ イタリアの全世界連結

３．２．４ 外国子会社を取り込むことに関す

るコメント

３．３ 外国会社の国内PE

３．３．１ 典型的な事実パターン

３．３．２ 拠出者か受領者か

３．３．３ 損失引渡か，課税繰延か，その両

方か

３．３．４ 連結納税型における最近の改正
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３．３．５ 条約上の観点

３．４ その他の論点

３．４．１ 法人の居住地

３．４．２ 二重居住法人

３．４．３ 外国の支配

３．４．４ 外国法人の介在

３．５ プランニングの可能性

３．５．１ 子会社株式

３．５．２ 支店

３．５．３ 透明な事業体

４ 結論

総括報告書は，いくつかの新しい知見をもた

らしている。かいつまんで２つの点をみておこ

う。

第１は，機能的比較である。報告書を提出し

た30か国のうち，10か国は，グループのメンバ

ー会社間での損益通算を認めず，かつ，不動産

のような資産をグループのメンバー間で譲渡し

た場合，資産の含み益の課税繰延を認めない。

これに対し，11か国では，グループ内損益通算

も可能であるし，資産移転に際し課税も繰り延

べる。豪仏日米などはこの仲間に入る。英国も

同様であるが，損益通算を可能にする制度と，

資産移転に対応する制度が，別建てである。残

りの９か国では，損益通算か課税繰延のいずれ

かのみが可能である。デンマークやドイツ，メ

キシコなどである。

第２は，国際的側面である。グループ課税制

度が外国子会社を適用対象に取り込む例は，デ

ンマーク・フランス・イタリアである。更に，

特に2000年前後から欧州諸国が次々に税制を改

正し，外国法人の国内PEをグループ課税制度

の適用対象に取り込むようになった。欧州裁判

所が域内資本移動の自由や無差別原則を重視す

る判決を次々と下したことに対し，各国の立法

が反応したのである。その結果，11か国のグル

ープ課税制度が，何らかの形で国内PEを対象

とするに至っている。

２ オーストリアの2005年税制改革法

⑴ ホスト国の税制改正とIFAの論題決定

ところで，今回の大会のホスト国となったオ

ーストリアでは，会社グループ税制について大

きな税制改正がなされている。この動きは2004

年２月になって現実化した。それ以前に執筆さ

れた国別報告書や総括報告書には反映されてい

ない。しかし，大会当日には，この点について

も議論がなされた。

そこで，この間の経緯を，IFAのオーストリ

ア支部長であり，今回の大会開催に尽力された

ヴォルフガング・ガスナー教授らの論文に依拠

しながら簡単にみておこう（Wolfgang  Gas-

sner and Werner Haidenthaler,Group Taxa-

tion in Austria,Steuer& Wirtschaft Interna-

tional,14.Jahrgang,Nr.9,434 2004>）。

⑵ 改正の経緯

1945年以来，オーストリアの会社グループ税

制は，機関関係（Organschaft）の法理を用い

ていた。これはドイツにおけると同様，判例法

理として展開したものであり，1972年に法人税

法の中に取り込まれた。1980年代末から，この

ルールに対してさまざまの批判が加えられ，改

正論が1990年代を通じて大きな立法課題と目さ

れた。この中で，IFAウィーン大会において会

社グループ課税を取り上げることが決まった。

そして大会が開かれる年の2004年２月に，オー

ストリア大蔵省が改正要綱を公表した。この改

正は，法人税率を一般的に34％から25％に引き

下げるものであり，東欧諸国のEU加盟をにら

んで，投資拠点としてオーストリアの立地条件

をアピールするものであった。同時に，会社グ

ループ課税のルールを一新するものであった。

この要綱に対して多くのコメントが加えられ，

その過程では，提出されたばかりの国別報告書

や総括報告書が利用された。そして，2004年６

月に改正法案が提出された。新法は，2005年１

月１日に施行される予定である。

では，長い歴史を誇る機関法理がどうして批

判の対象になったか。特に重視されたのが，適
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用要件のひとつである利益供出契約であった。

すなわち，支配会社と被支配会社が私法上利益

供出契約を結ぶことが，課税上損益通算するこ

との要件とされていた。そうなると，グループ

子会社の経営陣としては，がんばってよい業績

をあげても親会社にもっていかれてしまう。ま

た，子会社の業績が悪くても，親会社から損失

補填を受けられる。これでは子会社の経営陣に

は業績を良くするインセンティブが働かない。

こうして，企業統治の観点からみて，機関法理

がグループ企業の効率的な経営を妨げている，

という批判が出てきたのである。ちなみに，大

会当日の議論によると，同じ批判がドイツの機

関法理に対してもなされている，ということで

あった。

⑶ 米仏型ではなく英国型を志向

オーストリアの税制改正にあたっては，各国

の税制が参考とされたが，次のような事情によ

り，英国の制度を志向することになった。まず

米国のような連結納税制度を検討する中で，そ

のルールが複雑であり，しかも，分権化した金

融産業やジョイント・ベンチャーなどに適用で

きないことが分かった。北欧諸国のグループ拠

出制度も検討されたが，メンバー間で富を移転

することが適用要件になるため，既存の機関法

理における損益供出契約と似ていることが障害

とされた。こうして米国型の制度や北欧型の制

度が選択肢から消えていった。これに対し，英

国型のグループ・レリーフが，柔軟であって国

際的側面にも対応でき，望ましいとされた。

この点は，日本の眼からみると，大変に興味

深い。日本の連結納税制度の導入にあたっては，

米仏型の「本格的な連結納税制度」を念頭にお

いて議論が進められたからである。同じ時期に

各国の制度を参照していても，両国の議論の方

向は対照的であった。結果として，日本の連結

納税制度はオーストリアの改正法に比べ，適用

範囲が狭く，かつ，国内領域で完結する形にな

っている。

日本と比べてオーストリアでは租税政策のあ

り方がなぜこう違ったか。これは興味深い問題

であり，いろいろな仮説が成り立つだろう。ひ

とつの考え方として，かつてオランダについて

述べたことを応用してみたい。1990年代半ばに

オランダの租税条約ポリシーを検討する中で，

いわば「小国の戦略」とでもいうべき振る舞い

を見つけたことがある（増井良啓「オランダの

モデル租税条約（下）」ジュリスト1099号115頁，

120頁 1996>）。人や資本の出入りの透過性を

高め，その地域におけるハブとなることで，国

富を増大させる。そのために租税条約の網の目

をめぐらし，国際課税の専門家を多数養成する。

これがオランダの戦略である，というのが私の

観察であった。

オーストリアの最近の動きをみると，まさに

同じことをしているように思える。決定的では

ないが，傍証がいくつかある。人口やGNPの

規模が比較的小さい。陸地続きで東欧諸国に接

している。ウィーンにも国際課税の教育拠点が

ある。こういう環境の下で現政権は，多国籍企

業グループの本拠やＲ＆Ｄ活動をオーストリア

に呼び込もうとし，そのために税制改正を行っ

ている。言い方をかえれば，オランダとはまた

別のやり方でもって，租税競争によってサバイ

バルを図ろうとしている「小国の戦略」が見え

てくるのである。

⑷ 適用要件

改正法の概要を簡単に紹介する。

かつての機関関係の法理は，経済的編入と組

織的編入という要件を必要としていたが，改正

法はこれを廃止した。また，利益供出契約も要

件ではなくなり，かりにそれを結んだとしても

課税とは無関係とされた。こうして，持株要件

として，直接または間接に子会社株の50％以上

を有していればよいことになった。

メンバーになれるのは，株式会社，有限会社，

そして，無制限納税義務を負う営利協同組合で

ある。これらに類似した外国法人も，オースト

リアで無制限納税義務を負うメンバーかグルー

プ親会社に支配されている場合には，メンバー
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になれる。この点が，すぐあとで述べる国外損

失の取り込みに関係する重要な要件である。

制度の適用は，選択による。少なくとも３年

間，継続することを要する。

⑸ 損益の帰属

新制度を適用すると，メンバーの所得が親会

社に100％帰属する。

この点につき，英国との違いは，損失のみな

らず利益も親会社に移転することと，その移転

が親会社に対してのみ可能であることである。

これに対し，英国では，損失のみが移転し，そ

の移転はどのメンバーの間でも可能である。

こういった点を前提として，大会の当日，英

国のデイビッド・オリバー氏は，オーストリア

の新制度は英国型とはやや違うと発言した。ま

た，別のパネルでも，英国のマルコム・ガミー

氏が，オーストリアの新制度を英国型と区別し

て類型化していた。こうしてみると，オースト

リアの改正は，英国型を志向したとはいえ，む

しろ従来から存在する機関法理を大幅に修正し

ていった結果，類似したところがでてきた，と

見るべきであろう。

⑹ 国外損失の取り込み

日本のように全世界所得課税方式をとる場合，

内国法人が外国支店の損失を取り込んで所得を

計算することは，いわば自明のことである。し

かし，ヨーロッパのいくつかの国では，国外所

得免除方式をとるため，日本とは出発点が異な

っている。

もともとオーストリアの判例と行政実務は，

租税条約上の外国所得免除方式の下で，外国の

支店が損失を出しても，その損失を本国で使う

ことを認めてこなかった。ところが，これが

EC法に反すると考えられた。そこで，行政裁

判所は，2001年９月25日の判決で，そのような

外国損失は，当該外国で控除していない限りに

おいてオーストリア本国で控除しなければなら

ない，とした。これにはさらに条件がついてお

り，後の年度において当該外国でその損失につ

き控除が認められたら，その分をオーストリア

で取り戻すことが必要である。この判決に対し

ては種々の批判が加えられたが，今回の改正法

は，この判決の線にしたがって立法化を行った。

外国支店に関するこの立法が，外国子会社に

関するルールのモデルとなった。いま，無制限

納税義務を負うことのない外国法人に損失が生

じたとしよう。このとき，その外国法人がグル

ープのメンバーであれば，その損失は，グルー

プ親会社の所得と通算することができる。ただ

しそれには，いくつかの条件ないし限定が付さ

れている。まず，当該外国で控除がされていな

いことが必要である。損失が取り込まれるのは

持株割合に応じた部分についてのみである。さ

らに，後の年度に当該外国で控除されたり，外

国子会社がメンバーから離脱したりすると，先

に本国で控除した部分が取り戻され，あらため

て所得に計上される。

こうして，グループ課税制度の適用範囲が，

外国メンバーに対しても広がった。しかし，内

国メンバーの扱いと比較すると，いくつかの点

で異なる取扱いがなされている。たとえば，損

失のみが親会社に帰属し利益は帰属しない。損

失の取り込みは持株割合に対応する部分に限定

される。損失控除の取戻しルールが二重非課税

（double dip）を防止している。外国孫会社の

損失は取り込まない。内国メンバーと外国メン

バーとの間でこのような取扱いの差異があるた

め，新しい立法に対しては，国際的側面に前向

きに対応したものとして好意的に評価される一

方で，EC法との関係で問題がないかどうか，

さらに議論が続いている。

⑺ 株式買収を営業譲受と同様に扱う

企業買収にあたり，ターゲット会社の営業を

譲り受ける手法をとった場合，営業権を計上し

て償却することができる。これに対し，株式買

収の手法をとると，株式の取得価額がどれだけ

高くても，減価償却はできない。そこで，改正

法では，ターゲット会社の株式を買収してグル

ープを形成する場合について，株式の取得価額

を営業権込みで算定することを認め，15年の減
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価償却を可能にした。

３ 大会当日の議論

⑴ ３つのセッション

会社グループの課税については，火曜日の午

前にひとつ，午後にふたつ，合計３つのセッシ

ョンが開かれた。

⑵ 全体セッション

全体セッションの司会は，ドイツのハンブル

グ大学で教えている実務経験豊かなユルゲン・

リューディケ教授である。次の構成で進められ

た。

１ はじめに

２ グループ課税の基本

２．１ グループ課税の要件

２．２ グループ課税の効果

２．３ グループ構成と会社統治への影響

３ グループ課税の重要問題

３．１ 加入と離脱

３．２ グループ内取引の除去

４ グループ課税の国際的側面

４．１ 国内グループ課税の国際的側面

４．２ クロス・ボーダーのグループ課税

４．３ グループメンバーの条約適格性

議事の要約がIFAのウェブサイトに掲載され

ている（http：//www.ifa.nl）。全体的にはそ

ちらをご覧いただくこととし，ここでは，当日

特に議論になった点を申し上げる。それは，グ

ループ課税の国際的側面についてどう考えるか，

という点である。

大会当日の議論では，国際的側面について３

つの柱がたてられた。第１の「国内グループ課

税の国際的側面」とは，分かりにくい表現であ

る。これは，あくまで内国法人や内国所在PE

を問題にする点で「国内グループ課税」の問題

であって，それらを外国会社が支配しているた

めに「国際的側面」が出てくるという場合であ

る。なお，この柱に関係してはさらに，内国法

人が外国で活動する場合の外国税額控除の問題

も議論されたが，省略する。第２の「クロス・

ボーダーのグループ課税」というのも，やや意

味のつかみにくい表現である。これは，端的に

いえば，外国子会社をグループ課税制度の適用

対象に取り込むかどうかの問題である。正面か

ら外国子会社を取り込む場合には，グループ課

税が「クロス・ボーダー」になされるわけであ

る。第３の柱は，読んですぐ分かるように，ど

のメンバーが租税条約の適格性を有するかの問

題である。

以下，⑶と⑷で，第１の柱について述べる。

そのあと，⑸で第２の柱について，⑹で第３の

柱について，それぞれみることにしたい。

⑶ 外国会社の支配

まず，次の例が検討された。

この例では，会社グループがＲ国とＳ国の両

国にまたがって組織を展開している。ここで，

仮に親会社Ｐとその３つの子会社がすべてひと

つの国の内国法人であったとすれば，適切な要

件を充たせば，グループ課税制度を利用できた

はずである。しかし，国境をまたいでいること

から，多くの立法例において，グループ課税制

度の適用が不可能となる。

ここで，Ｓ国の立場から問題をたてているこ

とに注意されたい。これに対し，Ｒ国の立場か

図１
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らみて，ＰがS1やS2の損失を取り込めるかど

うかは，別の論題である。これについては節を

あらためて，⑸でみることにする（143頁）。

このようにＳ国に立場から眺めてみると，ま

ず出てくる問題は，S1とS2の２社が，Ｓ国に

おけるグループ課税制度を利用できるかである。

この点については，Ｐという100％親会社がい

るにもかかわらず，ＰがＳ国の内国法人でない

という理由で，利用を認めない立法例が多い。

日本の連結納税制度もそうである。そうすると

この企業グループは，グループ課税制度を利用

するためには，Ｓ国内に持株会社を設立して，

S1とS2の株式保有を束ねることを考えなけれ

ばならなくなる。

次に問題となるのは，Ｓ国内に所在するS3

のPEである。先に問題としたS1とS2について

の問題は，いずれもＳ国における内国法人どう

しの話である。これに対し，ここで問題にする

PEは，法的にみると外国法人S3の一部門であ

る。よって，このPEを取り込むためには，外

国法人S3に対して制度の適用を認める必要が

出てくる。S3はＳ国で無制限納税義務を負う

わけではないが，Ｓ国内のPEに帰属する所得

の範囲で，Ｓ国のグループ課税制度の対象に取

り込むかどうかが問われているのである。

これらについて要件をどう仕組むかは，各国

の立法政策の問題である。外国親会社に支配さ

れているからといって，Ｓ国内の領域で損益通

算ができないということには必ずしもならない。

たとえば，英国では，税制上，S1からS2に，

あるいはS2からS1に，損失を移転することが

できる。しかも，外国法人がＳ国内にPEを有

している場合，そのPEに帰属する所得はＳ国

の課税に服するわけであるから，PEを取り込

んで制度設計できない，というわけではない。

こうして，英国では，S1やS2は損失をPEに移

転することもできるし，移転の向きが逆であっ

てもよい。同じような例は，スウェーデンやノ

ルウェーでも報告されている。

この点，立法政策論の観点から，次のような

議論がありうる。Ｓ国の立場からすると，Ｐの

所得を課税の対象にとりこんでおらず，S3の

所得はPEに帰属する限りでしか取り込んでい

ない。そのような場合にまでグループを一体と

して扱うのは立法政策としていかがなものか，

という議論である。

しかし，仮にＰやS3そのものに対しては手

が及ばないとしても，すくなくとも国内領域で

面倒をみることのできる範囲では損益通算や課

税繰延べを認める，という考え方も，十分に成

り立つ。英国をはじめとしていくつかの国が

S1やS2，さらにS3のPEに対してグループ課税

制度の適用を認めているのは，このような考え

方に立つものであろう。同様にして，外国法人

がその内国PEを通じて子会社を支配している

場合について，グループ課税制度の適用を認め

る例がある。ルクセンブルグとスペインである。

以上が，立法政策論の議論であった。ここで

角度を変えて，租税条約の解釈論に議論を進め

よう。いまかりにＳ国のグループ課税制度が，

S1とS2を対象に含める一方で，S3のPEに対し

ては対象外としていたとする。この場合，租税

条約上のPE無差別規定の適用が問題となる。

OECDモデル租税条約でいえば，24条３項であ

る。同項第１文は，「一方の締約国の企業が他

方の締約国内に有する恒久的施設に対する租税

は，当該他方の国において，同様の活動を行う

当該他方の国の企業に対して課される租税より

も不利に課税されることはない」と定める。Ｓ

国とＲ国の間の租税条約がOECDモデル租税条

約24条３項と同じ規定を有していたものとし，

この例にあてはめると次のようになる。すなわ

ち，Ｒ国の企業S3がＳ国内に有するPEに対す

る租税は，Ｓ国において，同様の活動を行うＳ

国の企業に対して課される租税よりも不利に課

税されてはいけない，というわけである。そう

なると，同様の活動を行っているS1やS2に対

してグループ課税制度の適用を認めた以上，そ

れよりも不利な課税をS3のPEに対して行って

はいけない，という解釈が成り立ちそうにも見
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える。仮にこの解釈を採用すると，Ｓ国は，

S1とS2を取り込んだ以上，S3のPEを除外する

ことは許されない，という結論が導かれること

になる。

⑷ 外国会社の介在

パネルでは，上の解釈が適切かどうかについ

て議論する前に，類似する別の例が提示された。

見やすいように，当日のスライドとは若干図を

変えてある。ここでも，Ｓ国の立場からグルー

プ課税制度の適用範囲に注目している。

ここで，Ｐが親会社，S1とS2がその子会社

であり，さらにGPはＰの親会社である。GPと

S1とS2は，Ｓ国の内国法人である。しかし，

ＰがＲ国の内国法人であり，Ｓ国との関係では

外国法人である。

このとき，GP・S1・S2に対してＳ国として

グループ課税制度の適用を認めないのが，多く

の立法例である。しかし，外国法人Ｐがグルー

プ所有関係の鎖の中に介在するからといって，

GPがS1とS2を傘下におさめている組織構造に

違いはない。そこで，このような場合，内国法

人相互の関係に関する限りは損益通算を認める

べきではないか，という議論が登場する。この

議論は２つの側面をもつ。その１は，立法政策

論として「認める立法措置を講ずるのが望まし

い」というものである。その２は，議論を一歩

進め，租税条約の解釈論として「国内法がそれ

を認めないと租税条約に違反する」というもの

である。

後者は，租税条約の資本無差別の規定に関係

する。OECDモデル租税条約でいえば，24条５

項である。同項は，「一方の締約国の企業であ

ってその資本の全部又は一部が他方の締約国の

一又は二以上の居住者により直接又は間接に所

有され又は支配されているものは，当該一方の

国において，当該一方の国の類似の他の企業が

課されており若しくは課されることがある租税

若しくはこれに関連する要件以外の又はより重

い租税若しくはこれに関連する要件を課される

ことはない」という規定である。このままでは

日本語のつながり具合が分かりにくいので，規

定のポイントを取り出すと，「Ｓ国の企業であ

ってＲ国の居住者によって所有・支配されてい

るものは，Ｓ国において，Ｓ国の類似の他の企

業が課されている租税以外の租税を課されたり，

Ｓ国の類似の他の企業が課されている租税より

重い租税を課されたりすることはない」という

ことである。規定には「これに関連する要件」

とも書いてあるから，この無差別原則は租税に

関連する要件に及ぶ。ひらたくいえば，外資系

企業に対して要件を加重することが禁止される

わけである。そこで，上の例でＳ国とＲ国の間

の租税条約がOECDモデル租税条約24条５項と

同じ規定を有していたとする。そうすると，Ｐ

によって所有・支配されているS1とS2は，Ｓ

国において，Ｓ国の類似の他の企業よりも重課

されたり，租税に関連する要件を加重されたり

してはならないことになる。

パネルでは，この点に関し，オランダのテ

オ・カイザー氏が，Ｓ国がS1とS2に対してグ

ループ課税制度の適用を認めないのは無差別条

項に反すると主張した。そしてその論拠として，

欧州裁判所のXAB& YAB事件に関する1999

年11月18日判決（Case C-200/98）をあげ，外

国親会社Ｐの介在は無視しなければならないと

述べた。同判決では，Ｓ国に相当するのがスウ

ェーデンであり，EC条約の適用が決め手とさ

れていた（Bertil Wiman,Sweden,Cahier de
 

droit fiscal international89b,645 2004>）。

欧州裁判所のこの判決はEC条約に関するも

図2
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のであり，二国間租税条約に関するものではな

い。よって，特に欧州以外の国にとって，二国

間租税条約の無差別条項の解釈・適用にあたっ

てもちだす論拠としては，やや弱いものがある。

もっとも，この議論には，無差別条項の射程を

考える上でより普遍的な問題点が潜んでいる。

確認しておくべきは，無差別条項に違反すると

いうとき，この主張が前提としている比較の対

象である。この主張は，Ｐが介在する場合と比

較する対象として，Ｓ国の内国法人ＤがS1・

S2の親会社として介在する場合を想定してい

る。そして，Ｄが介在する場合にグループ課税

制度の適用があるのなら，Ｐが介在する場合に

適用を認めないのは，類似の状況にあるものを

差別的に扱っていることになり，無差別条項に

違反すると主張したわけである。図に描くと次

のようになる。

パネルの議論がここまで進んだところで，司

会者が，OECD租税委員会のジャック・サスヴ

ィル氏に発言を求めた。サスヴィル氏は，

OECDモデル条約の起草時に無差別規定と連結

納税制度の関係については念頭に置いていなか

ったし，OECDとしてこの点について正式に検

討したことはない，と述べた。そのうえで，米

国の国別報告書を引用して読み上げた。いわく

「外国事業体が連結申告の提出に参加できない

ことは，米国の観点からは条約上の無差別問題

を生じない。条約上の無差別条項は，一般的に

『同等の地位にある（similarly situated）納

税者』に対して等しい扱いを与えることを米国

に要求している。…外国法人と内国法人はこの

点で『同等の地位にある』ものではない。…よ

って，外国事業体を連結申告から除外すること

が条約上の無差別規定に違反するといういかな

る主張にも理由がない（Giovanna Terese
 

Sparagna, United States, Cahier de droit
 

fiscal international89b,726 2004>）」。

この発言は，⑶と⑷の２つの例をパネルが紹

介したのちに，一括した形でなされた。そのた

め，やや具体性に欠けていた。つまり，グルー

プ課税制度の適用範囲について，⑶の例のS1

とS2を念頭においたものか，S3のPEを念頭に

おいたものか，それとも，⑷のS1とS2を念頭

においたものか，必ずしもはっきりしなかった。

しかし，いずれの場合についても無差別条項違

反にはならないというニュアンスを強く感じさ

せるものであった。OECD租税委員会の見解で

はなく，個人としての見解である。

以上のやりとりは，Ｓ国が国内法でグループ

課税制度の適用範囲をどう定めるかについて，

租税条約上の無差別規定がどこまでのことを禁

止しているか，専門家の解釈の食い違いをくっ

きりと示した。この問題は，従来から学説が分

かれているところである（James G. O’Brien,

The Non-Discrimination Article in Tax Law,

10Law and Policy in International Business

545 1978>；Kees van Raad,Nondiscrimina-

tion in Tax Law192 1986>；American Law
 

Institute,Federal Income Tax Project,Inter-

national Aspects of United Income Taxation
 

II,Proposals of the American Law Institute
 

on United States Income Tax Treaties,277

1992>）。その対立が，IFAのパネルに顔を出

したわけである。

⑸ 外国子会社の取り込み

さてここで，視点をＳ国の立場からＲ国の立

場に転じよう。これが，大会当日に国際的側面

の第２の柱として「クロス・ボーダーのグルー

プ課税」と呼ばれていたものである。

先に述べたように，グループ課税制度の適用

図３
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範囲に外国子会社を取り込む立法例は数少ない。

しかし，EU報告書の青写真が仮に現実化する

ようなことがあれば，少なくとも欧州諸国では

直ちに問題となってくる。また，現在この点を

めぐって，欧州裁判所に英国のMarks& Spen-

cer事件が係属しており，参加者の関心も高い

ところであった。なお，グループ課税制度その

ものよりも広い論題になるが，子会社としてパ

ス・スルー事業体を用いても同様の問題が生ず

ることに注意されたい。

パネルでは，次の例が検討された。

ここで，Ｒ国とS1国が，ともに，外国子会

社をグループ課税制度の対象に取り込んでいた

とする。メキシコのフェルナンド・ルイス氏は，

この場合に生ずる３つの問題点を指摘し，外国

子会社を取り込むやり方が各国の標準型にはな

らないだろうと予測した。第１は，損失の二重

取り（double dipping）の問題である。S1に損

益が生じると，同じ損益をＲ国とS1国の両方

で使える。黒字の場合には二重課税，赤字の場

合には控除の二重取りということになる。第２

は，外国税額控除の適用関係をどうするかの問

題である。Ｒ国とS1国とで調整が必要になる。

第３は，同じ支払いについて複数国で異なる取

扱いがされる可能性である。

これに対し，司会者が，この点について欧州

でどういう議論がされているかを，午後のセミ

ナーでさらに議論する，とコメントした。これ

は私の出なかったほうのセミナーであるため，

議論の内容をお伝えすることはできない。もっ

とも，方向性は比較的はっきりしている。複数

国が税源を共有しているのであるから，Ｒ国や

S1国がそれぞれ単独に連結を試みても，なか

なかうまくは調整できない。そこでたとえば先

に言及したHSTの提案では，付加価値に応じ

て関係国に税収を分配する，といったルールが

提案されている。つまり，この議論は，現在の

制度で移転価格税制の問題として論じている問

題の一部を，国際的連結と定式分配の方向に引

き取るものである。なお，この点については，

2004年６月４日にも，欧州租税法教授協会

（European Association of Tax Law Profes-

sors, http：//www.eatlp.org）が，パリで研

究会を開いていた（Lee A Sheppard, Tax
 

Notes,July5,2004,16）。

⑹ グループメンバーの条約適格性

国際的側面の第３の柱は，誰が条約を援用で

きるかの問題である。パネルでは，次の例が検

討された。

この例では，ＰはＡ国の内国法人である。Ｐ

はＢ国にPEを有しており，Ｂ国の内国法人Ｓ

を支配している。利子・配当・使用料などの支

払者がＣ国の居住者であり，Ｓがこの支払いを

受け取っている。

ここで，Ｂ国のグループ課税制度が，親会社

ＰのPEと子会社Ｓに適用されているものとし

図4
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よう。問題は，この場合の租税条約の適用関係

である。これはいくつかの問題に分かれる。Ｓ

はBC条約の適用を受けることができるか。そ

れとも，ＰがAC条約の適用を受けるのか。あ

るいは，ＰがPEを介してBC条約の適用を受け

るのか。単体法人が条約を援用するのではなく，

むしろグループそのものが条約を援用できるの

か。グループ課税制度が適用される場合でも単

体法人の納税義務が残っているとすれば，端的

にＳにBC条約の援用資格を認めればよいはず

であって，特に難しい問題はなさそうにも思え

る。もっとも，実際には，Ｓが二重に居住地を

有する場合がオランダで問題となったと報告さ

れた。

また，次の問題もある。この例では，Ｂ国の

眼からみればこの所得がＰの国内PEに帰属す

るものとされており，Ｃ国の眼からみれば同じ

所得がＳに帰属するとされている。つまり，所

得配分の衝突（allocation conflict）が生ずる。

これは，OECDの1999年パートナーシップ報告

書が扱った問題と同じである。この例のＳはパ

ートナーシップではないが，グループ課税制度

が適用されることによってＳの受け取る所得が

Ｐの国内PEのものとされるからである。そこ

で，パートナーシップに関するOECD租税委員

会の見解をこの例に転用すれば（OECD, The
 

Application of the OECD Model Tax Conven-

tion to Partnerships,Para.69 1999>），この

例ではＢ国の見方が優先する。つまり，支払い

はＳに対するものではないことになり，BC条

約の適用はないことになる。そうなると，Ｃ国

は，BC条約の制約なくして，この支払いに対

する源泉徴収税を国内法上の税率のまま課すこ

とができる。この結果に対して，フロアから疑

問が表明された。

ここからは，租税条約上の所得の帰属の問題

が，グループ課税のみならず，パートナーシッ

プやその他さまざまな領域にまたがって生ずる

ものであることが理解できる。すこし考えをめ

ぐらすだけでも，信託や匿名組合，家族（自然

人の課税単位）といったさまざまの場合につい

て，同様の問題が生ずることが容易に了解され

よう。

⑺ プランニングのセミナー

会社グループ課税に関して，火曜午後に，プ

ランニングのセミナーが開かれた。そこでは，

損益通算のためのテクニックが５つ検討された。

合併，融資の見返りとして優先株式を引き受け

ること，赤字会社株式の移転，会社分割，資産

売買とリースバック，である。単純な事例に即

して，カナダ・イタリア・イギリス・韓国・オ

ーストリアの各国でどう課税されるかが分析さ

れた。印象深かったのは，グループ課税制度を

もたないカナダにおいて，さまざまなプランニ

ングが行われていることである。

Ⅲ．その他の論題

１ 租税条約と二重非課税

他の論題について，駆け足で触れておこう。

租税条約の目的は，二重課税の防止と脱税の

防止にある。ところで，租税条約を適用する結

果，いずれの締約国においても課税されないと

いう「二重非課税（double non-taxation）」の

状況が生ずることがある。この場合，租税条約

の目的論的解釈によって二重非課税を除去する

ことが可能か。そうするためには，租税条約の

目的ないし趣旨として二重非課税の防止が内在

している，ということが必要になる。この問題

は，OECDの1999年パートナーシップ報告書以

来，多くの議論を生んできた。そこで，この点

を取り上げることとされたわけである。月曜午

前のセッションでOECDモデル租税条約の適用

問題を扱い，午後のセッションで実定租税条約

を素材として，いわゆるsubject-to-tax clause

の問題を扱った。

この問題について最も明快な整理は，ボスト

ン・カレッジのヒュー・オールト教授の説明で

あった。すなわち，租税条約が二重非課税を許

容しているかどうかには，場合によって濃淡の
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スペクトラムがある。一方の極が，みなし税額

控除である。ホスト国の新興経済国が特別措置

を与えて課税しない。にもかかわらずホーム国

が税額控除を与える。これは，明示的に二重非

課税を認める例である。他方の極が，subject-

to-tax clauseである。ひらたくいえば，ホス

ト国で課税に服していることを条件にしてホー

ム国が課税しない。相手方が課税すれば非課税

にするが，相手方が非課税ならこちらは課税す

る。これは，はっきりと二重非課税を認めない

例である。問題は，その中間にある灰色領域で

ある，というわけである。オールト教授は，そ

もそも条約ポリシーの問題として二重非課税は

望ましくないし，条約解釈の問題としても二重

非課税を防止すべきであるという立場である。

これに対し，解釈論として，灰色領域につい

ては二重非課税が許容されていると主張された。

中心的な論者は，オーストリアのマイケル・ラ

ング教授であった。

２ 租税罰則法

月曜の午後，租税罰則法のセミナーが開かれ

た。まず，トム・クルーズ主演で映画化された

『法律事務所The Firm』のビデオ・クリップ

が流された。そして，違法な活動を知ったとき

弁護士としてどう振る舞うべきか，という問題

提起がなされた。そのうえで，国際的な色彩を

もつ法人税の実際の事件につき，いくつか例を

あげて紹介があった。また， 脱犯の構成要件

の比較や，犯則情報をめぐる情報交換の分析が

なされた。

パネリストの中には，この問題を専門に扱っ

ている米国のアドバイザーが参加していた。そ

こで，依頼人が過去の年度に違法に脱税してい

たことが分かったときに弁護士としてどのよう

な助言をすべきか，といった微妙な点につき，

具体的な議論がなされた。

３ IFA／OECD

水曜の午前，恒例のIFAとOECDの合同セミ

ナーが開かれた。今回のテーマは，法人の居住

地をめぐって，租税条約上の振り分け規定をど

う適用するかであった。

この点につき，OECDモデル租税条約４条３

項は，「事業の実質的管理の場所」を基準にす

ることを定めている。この基準をめぐり，2003

年５月には，OECDの提案が公にされている

（Technical Advisory Group’s Discussion
 

Draft of 27 May 2003, Place of Effective
 

Management  Concept：Suggestions for
 

Changes to the OECD Model Tax Conven-

tion）。提案は２つある。ひとつは，コメンタ

リーを拡充することである。いまひとつは，モ

デル租税条約の規定自体を改正し，優先順位付

きのいくつかのテストを設けることである。

セミナーではこの提案をめぐって具体例によ

る検討がなされた。議論をきいていて，ひとつ

基本的な対立軸が浮かび上がった。それは，準

拠する会社法上の経営構造に依拠して考える法

的基準をとるか，単に事実上の経営実態に依拠

する経済的実質の基準をとるか，という点であ

る。

４ 欧州会社（SE）

水曜午後には，欧州会社（SE）がとりあげ

られた。一般論に続き，設立・運営・解散の生

活サイクルに応じ，どのような課税問題が生ず

るかが検討された。EU域外の投資家からみる

と，EU加盟国それぞれの会社法にのっとって

設立する従来の会社に加え，EUレベルの設立

準拠法をもつ「もうひとつの会社」の課税関係

を考えることになる。

５ 国際課税最近の動向

木曜午前には，国際課税をめぐる各地の最近

の動向が，４つ伝えられた。順に，インドの最

高裁判決，EUの附加価値税，米国の租税条約，

カナダのIncome Deposit Securitiesである。米

国の租税条約交渉担当官は，日米新条約の締結

にも言及した。さらに，対オランダと対バルバ
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ドスの条約で，LOB条項を強化したことが報

告された。

６ 裁判官と国際租税事件

木曜午後には，租税事件を扱う裁判官がブラ

ジル・米国・フランス・ドイツから招かれた。

それぞれの国における裁判官の背景や専門化の

度合いなどについて説明したあと，次の点につ

いて質疑応答した。すなわち，判決を書くにあ

たって，⑴相手国で課税されない場合それを考

慮するか，⑵税収への影響を考慮するか，⑶

OECDモデル租税条約コメンタリーを考慮する

か，⑷外国裁判所が出した判決を考慮するか，

⑸相互協議の結果など課税庁間の合意を考慮す

るか，⑹租税条約の解釈にあたってウィーン条

約を考慮するか，といった点である。さらに，

各国における国際課税の事件について議論され

た。興味深かったのは，米仏独のいずれの裁判

官も目的論的解釈を行うと述べたのに対し，ブ

ラジルの裁判官のみが厳格な文言解釈を行うと

述べた点であった。

７ むすび

以上，会社グループ課税の論題を中心に，一

参加者の眼からみた今回のIFA大会の様子をご

報告した。次回の大会は，2005年９月11日から

16日まで，ブエノスアイレスで開かれる

（http：//www.ifa-baires.com.ar）。
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